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「非営利・協同の２０年とこれからの社会」「非営利・協同の２０年とこれからの社会」
２０２３年度定期総会・２０周年記念シンポジウム２０２３年度定期総会・２０周年記念シンポジウム

あらかじめ与えられていたテーマは「日本の労
働・貧困の課題とケア領域からのアプローチ」で
して、しかもこのシンポジウム全体のタイトルが
「非営利・協同の２０周年」ということでした。ど
うしようと思いましたが、結局、ケアの領域に内
在して非営利・協同を考えてみるという角度に絞
りました。
昨年の定期総会は重田園江さんの記念講演で、
その閉会の言葉を私が述べて、それを機関誌８１号
に載せたのですが、そこでふれた、非営利・協同
が非常に大きな力を持ち得るのがケア領域なのだ
という話を、民医連に即して、枠組みを模索しな
がら考えてみる、というのが今日の話です。

１ ．民医連と非営利・協同論――１９９８年に民
医連が自らを非営利・協同の事業体連合と規
定した際に民医連でかわされた議論再考――

民医連が非営利・協同という形で自分たちの事
業体を特徴付けたのは１９９８年の３３回総会だったと
思いますが、その前後 ２、 ３年の間でかなりたく
さんの論文や座談会や評議委員会での議論だとか
ございました。それをざっと十数本並べまして、
当時どんな議論が交わされて、今の時点から見る
とどういうふうに整理ができるのか、やってみま
した。
当時の発言には当時の背景がそれぞれあります
ので、本当はそれを丁寧にあらわなければいけな
いのですが、それをやっている時間がございませ
んでしたので、かなり荒っぽい、理論的な枠組み
に関心が偏った整理になることはご勘弁いただき
たいと思います。
私が読んだ範囲で扱われている論点をやや強引
にまとめると、次の ４点ぐらいになるかなと思い
ます。

a. 医療は公共的なもので営利事業になじまない
これは文章としても、皆さんが暗黙に前提して
話している雰囲気としても、非常に強く伝わって
まいりました。医療の営利化の攻撃がどんどん進
んでくる中で、今日、非営利の原則を前面に出す
ことで、新自由主義とも対抗できる。そうした非
営利・協同論がいいのではないかという話です。

b. 市場の失敗、国家の失敗
これをさらに大きな枠組みで理屈付けた話し方
に、市場の失敗――これは実は新自由主義が隆盛
になってひどいことをいっぱいやっているという
ことでして、世間一般の「市場の失敗」論とはち
ょっと違う使い方なのですが――と国家の失敗を
受けて――国家の失敗というのは社会主義の崩壊
のこと――経済民主主義の立場から、国家でも営
利企業でもない非営利・協同の経済組織に期待が
寄せられ展望が広がっているという、こういう捉
え方がありました。
その際の非営利・協同は、世界的な歴史的蓄積
を参照して、歴史的にこういうものであったとい
う説明が付け加えられています。さらに、期待が
あるというだけではなくて、現実にも、国家でも
営利企業でもうまく担えないない部分について、
「それに代わって社会的需要を満たしていく役割
を非営利・協同組織が担ってきています」という
現在進行形の表現も出ておりました。
同じ系列の発言ですが、「民医連経営の本質的
な強さとは、別の言葉でいえば『非営利・協同』
の経営組織の強さです。すなわち、その目的が働
く人々のための医療を行うことをはじめ、民医連
綱領に示されているように公共的なものであり、
私的所有でなく、国公立でもなく、直接地域の人
びとが所有し、運営に参加しています。内部に階

●�ケア領域における非営利・協同―「非営利」を軸とする共同闘争の�
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級的な対立は基本的にありません。それゆえ営利
追求に走ることが基本的にありません」。
ここでは非営利の説明が、働く人々のための医
療という話と、階級が内部にないので営利追求に
ならないという話と、両方出てまいります。いず
れにしてもこの辺は、どちらでもない非営利・協
同組織の、という話が重点になった説明付けだと
思います。

c. 民医連と「協同」
民医連にとっての「協同」については、豊富に
蓄積されてきたイメージが共有されているよう
で、従来からこれは定式化されていたのだと思い
ますが、「民主的集団所有にもとづく大衆的民主
運営」、これが民医連にとっての「協同」なのだ
と理解して、さらに、新しくこれらに加えて、共
同組織の位置付けを高くして、民医連の本質にか
かわる存在であるということをはっきり示すとい
う意味も含ませて語っておられる方が多かったと
思います。おそらく山梨の倒産・再建をどう受け
止めるかという話、それから３３回総会の時には直
前に大阪の同仁会の倒産の話もたくさん議論され
ておりました。この、従来から自分たちで自信を
持ってやってきてさらにますます確信を深めてい
る「協同」を、「非営利・協同」と言うときの「協
同」の民医連としての内容として読み込んだとい
うことだったろうと思います。というわけで、「『非
営利・協同』組織にふさわしく労働組合や共同組
織との予算論議を行い」などという言葉も出てき
ます。

d.「民主経営」に代わる言葉
それから、もう一つ、民主経営あるいは民主的
経営という言葉に代わって「非営利・協同」とい
うのが登場したというのが一般的な受け止め方だ
ったと思います。民医連事業体を民主経営と特徴
付ける、従来の言葉使いは、言葉としても多義的
だが、ほかの潮流、ほかの運動との共同になじみ
にくい側面を持つのではないかという感覚が多く
の方に共有されていたように感じます。実際問題
として、共産党の影響が強い事業体という意味で
民主経営とか民主的経営という言葉を結構無造作
に使う伝統がありましたので、そのあたりのこと

が念頭にあったのだろうという気がします。角瀬
先生の言葉ですが、「（民主という言葉が）自分たち
の専売で、それ以外のもの民主的ではないという
ことになってしまうと、非常に狭い捉え方に陥る
のではないか」、このあたりがだいたい共有され
ていたのではないかと思います。異論もありまし
たが、その後、民医連の事業体を特徴付ける際に、
民主経営という言葉をもちいることはほとんどな
くなったと思います。

＜当時の議論へのコメント＞
これらについてのコメントですが、まず、時代
に対応する努力としては高く評価できるのではな
いかというのが １番目です。「非営利」原則（ア
クセス保障含む）を戦闘的に擁護する「非営利・
協同」の医療・福祉事業体という自己規定をして、
これで民医連の社会的位置取りを定めて、かつ共
同運動を広げようとしたわけです。これは、ソ連
崩壊と新自由主義の隆盛を受けた路線改良だった
のだと思います。ほかの運動体に比べると、民医
連は、新自由主義の危険性については相当はっき
りと合意があって、それが背景にあるのだろうと
受け止めました。というわけで、時代に対応した
改良路線をいち早く提起したという点を私は高く
評価したいと思っています。
それから ２番目ですが、民医連の「協同」の力
についての歴史的確信、それからその再確認・拡
大として共同組織もしっかり位置付けるという、
これも大変よく納得できるものでありました。
次の ３番目のコメントですが、「非営利」の理
解が ２種類か ３種類あるかなというふうに読めま
した。一つは、医療は公共的な営みなので非営利
で当たり前なのだ、というふうに出てくるときと、
もう一つは、事業体内部に階級がないので営利を
追求しない、だから非営利なのだという理解です。
この二つの理解点が併存していて、その二つの関
係があまり説明されていないという感じは受けま
した。
これからの話は、ケアを軸にして「非営利・協
同」をまず内在的に考えて、それからケア以外の
領域との連携、関係を考えるというのが、私の頭
の中で一番分かりやすい図式なので、それを大枠
の前提とでして、議論させていただきます。
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「非営利」というのはそういう筋で考えた場合
に、まずこの公共性のところで規定されている概
念として受け取っていいのではないか、その方が
すっきりするのではないかなと思いました。つま
り医業の社会的位置、それからそれに対応して日
本の医療制度が歴史的に構築してきた非常に大き
な条件、医療保険、皆保険、アクセスの平等などの、
原理的な構図ですね。社会的な事業についての、
そういうものに線引きされている「非営利」とい
う性格付けが実際に存在していて、これを積極的
に受け止めていいのではないかということです。
国家でも営利企業でもない、内部に階級がいな
いので営利を求めない、というところに根拠を求
める規定の仕方は、民医連が「非営利・協同」と
いうのを持ち込むことによってぜひやりたいと思
っている共同運動の目標との関係で考えると、あ
まりに大雑把な議論なのではないかと感じます。
国公立病院、一般の医療法人とか一般の福祉法人
にとっての「非営利」規定はどうするのかと。日
本医師会の医業の非営利性堅持の方向性は、結構
はっきりしていると思うのです。そういう事業体、
諸団体は、もちろん「非営利・協同」ではないの
ですが、しかし「非営利」の非常に大事な一翼で
あって共同の対象なのだろうと思います。
内部に階級がない、社会的所有だ、というのは
「協同」の説明としてはよいのですが、非営利の
説明ではないだろうと。ある種の協同組合・社会
的所有の特権論に、「非営利」の解釈自身がなっ
てしまっているのではないでしょうか。非営利性
を守るというのは協同組合・社会的所有が一番戦
闘的に守れると私は思っていますが、そうでない
人たちもかなり実際守っているわけで、共同の闘
争ができる。「非営利・協同」という規定を民医
連が持ちこんだ時には、医業・福祉業での非営利
性を守る広範な共同運動ということをかなり強く
意識されていたと理解しておりますので、それと
齟齬をきたすのではないかなと思いました。
ですから、医療の公共性というところにベース
を置く非営利性、これを軸に据えた議論展開で、
民医連の「非営利・協同」における非営利の理解
はいいのではないかなと思ったわけです。その場
合、「非営利・非協同」の事業体―ここに初めて
私も使う言葉です。しょうがない、とりあえずこ

う言っとくかということで。ちょっとひどい言葉
ですので適当な言葉に直さなければいけないと思
いますが―「非営利・協同」とは言えないが非営
利のつもりでやっているし、また努力もしている
という事業体や労働・活動、そういうところとの
共同闘争のベースとして考えられる非営利性はや
はり公共性の方から来る議論の方だろうと。
「非営利・協同」の「協同」の大事な軸に社会
的所有があるというのはその通りだと思います
が、ここはさらに、突っ込んだ議論が必要と思い
ます。いずれにせよ大事なのは、協同を含めた「非
営利・協同」というものは、事業体の実績、運動
の先進性・戦闘性で、「非営利」全体の戦線を引
っ張って拡大するエネルギーを発揮する先頭集団
なのではないか、ということだろうと思います。
とりわけ、「非営利・非協同」に対する「非営利・
協同」は、ケアの領域でかなりはっきりと優位性
があると思っています。優位性というのは、必ず
しも経営が安定するという意味ではなく、社会的
に見て皆さんが広い意味で支持してくれるという
意味の優位性だとご理解ください。ただ、これは
ケア以外の社会領域全部についていつでもこうい
うふうに言えるのかという話は、そう簡単ではな
いと考えています。「非営利・協同」でスタート
した事業がいつの間にか営利事業の側に競争で負
けて飲み込まれていくということは、我々が歴史
の中で散々見てきたことでありまして、しかしこ
の数十年見ていると、ケアの領域ではむしろ全体
として力が増してきて、優勢にますますなってい
るのではないかと感じているわけです。
それからコメントの ４番目ですが、大きな枠組
みの議論になってちょっと恐縮ですが、「非営利・
協同」についての議論を事業体と事業の性格につ
いての議論としてだけやっていると、国家論が抜
ける、社会保障制度論が抜けるという感じがどう
もします。非営利の事業体としてやっていけるか
どうかというのは、社会保険の制度がどうなって
いるかとか、公的扶助の制度がどうなっているか
とか、運営がどうなっているかという話と密接に
つながっているわけでして、非営利性を守る運動
というのは当然、福祉国家型の制度をどのように
構築して拡大していくかという話と一緒になって
いなければいけないのですが、国家論とか制度論
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抜きに、事業体論、事業論として議論される雰囲
気が多くありました。経営学の研究者たちが非営
利・協同体を扱ってきてたくさんの実績と蓄積を
民医連に与えてこられたのは明白だと思うのです
が、そこの流れの影響もあるかなとは思っていま
す。もっと福祉国家型の諸制度、社会保障制度と
の関係で議論すべきものではないかなと思ってい
ます。特に当時、日本の左派は共産党も社会党左
派系の人たちも含めて福祉国家嫌いはかなり強固
なものだったものですから、福祉国家型の枠組み
に即して内在的に議論しながらその一部として非
営利・協同を議論するという作業は、むずかしか
ったのかもしれません。
今お話したイメージは、ケア領域を前提として
いますので、例えば農協はどうなのだとか、消費
生協はどうなのだという話にすぐに適用できるよ
うな議論ではございません。そこはご容赦くださ
い。

２ ．ケア領域と非営利、非営利・協同

ケア領域について、非営利、あるいは非営利・
協同というのはどういうふうに考えたらいいのか
ということですが、まず、社会保険も含めて公的
資金投入に起因する非営利規制というのが国家か
ら、あるいは自治体から、いろいろかぶせられて
おります。医療法人、福祉法人、学校法人。規制
範囲内の非営利で、かつ協同とは言えないという
事業体や事業というのはごく普通の存在ですね。
しかし、では規制があるからケアは非営利なの
かというと、もちろん、それだけではありません。
重要なのは、ケアの活動としての特性から要請さ
れるものがあるのではないかということです。必
要に基づく現物給付をやりたいというのが、ケア
の活動を実際にしておられる個人、事業体からは
絶えず噴きあがってくる要求であると私は考えて
います。それはもちろん、超歴史的にこんなこと
が言えるのかどうかは分かりませんが、少なくと
も現在の歴史環境で見る限り、株式会社立の保育
園であろうが、相当ひどい経営を押し付けられて
いるような高齢者施設であろうが、実際にケアを
している労働者、あるいはケアマネとして動いて
おられる方、非常に多くが、必要とされるケアを

きちんと提供したいと本気で思っておられる場合
が多いと思います。
私の知り合いの労働運動家たちの中でもそうい
う話が時々交わされます。保育でいきなりストラ
イキが起きたと、労働組合はないところに起きた、
というようなストライキは、かならずしも、自分
たちの処遇についてのストライキではなくて子ど
もたちの処遇があまりにもひどいということに怒
り狂ってのストライキであることが多いと。一斉
に辞めてしまうとか、労働組合を知らないもので
すから自然発生的に抵抗する事例がいくつもある
のですが、その大抵の場合の主な理由は給料では
ないようです。
必要に基づく現物給付という場合、必要という
のはやはり個人に即して判断されなければいけな
いと皆さん感じているし、必要判断は現場担当者
の見解を重視しなければいけないと思っている
し、それから必要というのが全部充足されてこそ
ケアだと。規則だからとか、料金範囲にはいって
ないとかで、ここまででおしまい、というのでは
結局ケアにならんという、この辺りの感覚は結構
共通に、これも実証しなければいけないことなの
でしょうが、私が今までいろいろ見聞きしてきた
範囲では相当広く共有されていることなのではな
いかなと思っています。介護保険に典型的な、給
付限度付きの現金補助でケア商品を購買せよとい
う話は非常に限界があるというのは、まじめなケ
ア労働者であればすぐに気が付きます。全体とし
て、支払いに応じたケアではなくて必要に応じた
ケアを自分たちはやりたい、ということへの活動
内在的な要請と呼んでもあまり過言ではないよう
なものが、やはりあるのではないかということで
す。商品交換の論理を超える要請としての、そう
いう意味の感覚としての非営利性というのでしょ
うか、感情というか必要というか、カネの論理を
超えてケアをやりたいのだという、この感覚は相
当広範にあります。
ケア以外の領域で、例えば学校教育も広義のケ
アですし、福祉はもちろんケアですし、医療も、
厳密な意味ではキュアとケアは違うのだという議
論は当然ありますが、うんと広く考えてケアと考
える。教育・福祉・医療というようなものには、
やっぱりこのカネの論理を超えて必要とされるケ
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アを提供したいというのが、ケア内在的にどうも
あるのではないかと感じているわけです。それと、
公的資金を投入しているが故の規制としてのケア
というのは、一致する場合もありますし、介護保
険のように、制度の作り方によってはずいぶんず
れる場合もたくさんあるわけですね。
そういう非営利性、二重の意味がありますが、
私としては活動内在的に出てくるケア要請を重視
したいわけです。その際、ケア内在的な非営利性
を実現しようとする運動を考えた場合に、その中
で非営利・協同というのは強い優位性があるので
はないかと感じています。民医連・共同組織がず
いぶんいろんな場所で頑張っておられる。必要な
ケア、必要な医療、これをちゃんと提供したいと、
アクセスをきちんと保障したいと戦闘的に頑張っ
ておられるということは、ちょっと事情を知って
いる者ならみんな気が付いていると思います。な
ぜ民医連・共同組織がこういう点での優位性があ
るのかという話は、実践的には、私が説明するま
でもないのではないか。
ケア領域と非営利、あるいは非営利・協同につ
いて、考えていることを大ざっぱに述べさせてい
ただきました。ケア内在的な非営利性の大きな枠
組みと運動、闘いの基盤みたいなものに、非営利・
協同という枠がしっかりはまった運動体、事業体、
運動、というのが先に引っ張る役割を果たすこと
ができるのではないかということが申し上げたか
ったということです。

補足．働き盛り年齢　メンタル不調受診、就職困
難失業者の急増
もともといただいたテーマへの申し訳ですが、
補足としてこれは特に民医連の各院所、事業体に
お願いしたいことを少し。ケアつながりで強引に
話題を振っているということでもありますが、最
近メンタル不調の労働者がものすごく増えている
気配があります。いろんなデータが全部それを示
している。しかし、ご承知のように精神科医は非
常に少ないですね。いろんな所が予約を取れない
状態になっているというのはご承知の通りです。
民医連が抱えている精神科のお医者さんもそんな
に多くないですよね。という下で、なお何か方法
がないのかということを提起したいということな

のです。
資料でグラフを三つ、お示ししました（１３ペー

ジ参照）。働き盛り年齢でメンタル不調の受診が、
どうもかなり速いスピードで拡大している。上の
二つのグラフは、国保の、上が女性、下が男性の、
メンタルの ２病（気分感情障害、神経性障害ストレ
ス関連・身体表現性障害）で療養給付された被保険
者一人当たりの年間平均件数、入院外のところで
す。国保の２０２０年の女性のところ、男性もそうで
すが、１０年前と比べると非常に大きく膨らんでお
ります。ところが、協会健保の１０年２０年を同じく
２本並べましたが、増えてはいますがそれほど劇
的ではありません。何が違うか。国保の方のこの
働き盛りの年齢の相当部分は、非正規労働者だと
考えておかしくないと思います。ですから、非正
規のところで相当メンタル ２病の患者さんが急増
しているのではないかという気配を感じているわ
けです。
それから一番下のグラフは、雇用保険の失業給
付で初回の受給が決まっている人の中で「就職困
難者」というカテゴリーにハローワークが分類し
た人のパーセンテージです。就職困難者の主な部
分は病気と障害です。この病気と障害は両方とも
しっかりした診断書がなければダメで、「うつ状
態」ぐらいではダメで、はっきりした「うつ病」
という医者の診断書があって初めてこういう分類
になります。つまり給付日数が増えるのです。そ
のパーセンテージがこういう伸び方を示しており
ます。これ以外にも患者の数のデータであるとか、
あるいは傷病手当をもらっている人数がこの２０年
間で１０倍か ９倍ぐらいになっているのですが、ど
れを見ても、メンタル不調でちゃんとどうも治療
と休養がなされているのが疑わしいという人たち
が膨れ上がっている気配があります。この辺の、
病院からどのようにアクセスを受け入れるかと
か、アクセスの窓口を広げるかという話は容易な
ことではないというのは分かるのですが、しかし
何とか、こういう領域でも民医連が実践的にでき
るということがあったらすごく嬉しいなと個人的
に考えているだけであります。
もう一つ、民医連は今までやってこられたこと
をぜひ英語で世界に発信していただきたい。民医
連の歴史の分厚い ２冊の本（『無差別・平等の医療
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をめざして』）がありますが、あれはちょっと詳し
すぎるのでもう少し簡単にして日本の医療の説明
を加えた英語版と、それからこれは協同組合運動
の研究者の方たちに期待するのですが、非営利・
協同の日本的なケアの領域での一つの典型とし
て、民医連のいろんな事業体、民医連総体の分析
をほかの国との比較を交えながらやっていただき
たいなと。そうして、非常に特殊な非営利・協同
事業体の成果があるのだということ、これも英語
で世界に発信していただけたらいいなということ

をかねがね思っております。時間だいぶオーバー
いたしました。終わらせていただきます。

八田　どうも後藤先生ありがとうございました。
何かこの後のさまざまな質問や議論の中心になる
かなというような非常に重みのある問題提起でご
ざいました。続けて、今度は民医連のサイドの方
から増田会長に「激動の情勢、７０歳になった民医
連に求められる役割」ということでお話をいただ
きたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
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資料　働き盛り年齢　メンタル不調受診、就職困難失業者の急増
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